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(57)【要約】
　本発明は、水ボトル及びボトルキャップへの取付けに
適する気体及び水用ボトルのアダプタを提供するもので
ある。本発明のアダプタは、その片側に、内視鏡のガス
用接続部への取付けに適するガス注入口を備えることが
できる。水ボトル内の任意の流体（例えば、液体又は気
体）の漏れを防ぐために、シール部材がアダプタに固着
されていてもよい。本発明のアダプタは、内視鏡の手術
に用いられるとよく、特に、二次気体源を水ボトルに追
加するのに有益である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の水ボトル用のアダプタであって、
　前記アダプタは、実質的に管状の本体を備え、該本体は、内面及び外面を有していると
共に、上部及び張り出した下部を有し、
　前記本体の前記上部は、前記上部の前記外面に、水ボトルキャップのネジ部への取付け
のための第１のネジ部を有し、
　前記本体の前記張り出した下部は、前記下部の前記内面に、前記水ボトルのネック部の
ネジ部への取付けのための第２のネジ部を有し、
　前記アダプタは、前記本体の前記外面から外方に延在しているガス注入ポートを備え、
該ガス注入ポートは、前記本体を貫通して前記本体の前記内面に開いている中心通路を有
していることを特徴とするアダプタ。
【請求項２】
　前記アダプタと前記水ボトルキャップとの間に液密シールをもたらすために、前記本体
の前記上部の前記外面には、シール部材が配置されていることを特徴とする請求項１に記
載のアダプタ。
【請求項３】
　前記シール部材を受け入れるために、前記本体の前記上部の上端に近い外面の箇所には
、溝が形成されていることを特徴とする請求項２に記載のアダプタ。
【請求項４】
　前記溝は、前記本体の前記上部の前記第１のネジ部の上方に形成されていることを特徴
とする請求項３に記載のアダプタ。
【請求項５】
　前記アダプタと前記水ボトルとの間に液密シールをもたらすために、前記本体の前記張
り出した下部の前記内面には、シール部材が配置されていることを特徴とする請求項１に
記載のアダプタ。
【請求項６】
　前記本体の前記内面上には、実質的に水平の棚部が設けられており、
　前記水平の棚部は、前記本体の前記下部の前記内面から前記本体の前記上部の前記内面
に至る輪郭を画定し、前記水ボトルの前記ネック部の上面が着座することになる実質的に
平坦な表面をもたらしていることを特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項７】
　前記本体の前記上部の内径は、前記本体の前記下部の内径よりも小さくなっていること
を特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項８】
　前記ガス注入ポートの流路を閉鎖するための構成要素をさらに備えていることを特徴と
する請求項１に記載のアダプタ。
【請求項９】
　前記構成要素は、キャップを含んでいることを特徴とする請求項８に記載のアダプタ。
【請求項１０】
　前記ガス注入ポートは、ルアーコネクタを含んでいることを特徴とする請求項１に記載
のアダプタ。
【請求項１１】
　前記アダプタの前記本体及び前記ガス注入ポートは、単一の一体型構造体であることを
特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１２】
　前記アダプタの前記本体は、内部に形成された通路を有する第１の一体型構造体であり
、前記ガス注入ポートは、前記アダプタの前記本体に形成された前記通路内に挿入される
第２の構造体であることを特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１３】
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　前記アダプタは、前記本体の前記下部に固着された水ボトルと前記本体の前記上部に固
着された水ボトルキャップとの間に、開口した内部通路を備えていることを特徴とする請
求項１に記載のアダプタ。
【請求項１４】
　前記ガス注入ポートは、前記本体の前記内面の開口が前記本体の前記上部の前記第１の
ネジ部と前記本体下部の前記第２のネジ部との間に配置されるように、位置決めされてい
ることを特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１５】
　前記アダプタは、機械加工部品であることを特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１６】
　前記アダプタは、成形部品であることを特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１７】
　前記アダプタは、使い捨て式であることを特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１８】
　前記アダプタは、再利用式であることを特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１９】
　前記アダプタの前記本体は、金属材料から形成されていることを特徴とする請求項１に
記載のアダプタ。
【請求項２０】
　前記金属は、耐食性を有していることを特徴とする請求項１９に記載のアダプタ。
【請求項２１】
　前記アダプタの前記本体は、ポリマー材料から形成されていることを特徴とする請求項
１に記載のアダプタ。
【請求項２２】
　前記ポリマー材料は、耐薬品性、耐熱性、又は、耐薬品性及び耐熱性の両方を有してい
ることを特徴とする請求項２１に記載のアダプタ。
【請求項２３】
　前記ポリマー材料は、医学等級プラスチック材料であることを特徴とする請求項２１に
記載のアダプタ。
【請求項２４】
　前記アダプタは、ステップアップ式コンバータ又はステップダウン式コンバータである
ことを特徴とする請求項１に記載のアダプタ。
【請求項２５】
　キャップ付き水ボトルと、請求項１に記載のアダプタとを備えている内視鏡アセンブリ
を用いることを含んでいることを特徴とする内視鏡手術を行う方法。
【請求項２６】
　内視鏡と共に用いられる水ボトルアセンブリであって、
　外面にネジ部の付いたネック部を有している水ボトルと、
　壁及び該壁の内面に形成されたネジ部を有している水ボトルキャップと、
　アダプタと、
　前記水ボトルキャップに形成された１つ又は複数の開口に固着された１つ又は複数のチ
ューブであって、少なくとも１つのチューブが、前記水ボトルキャップ及び前記アダプタ
の内部通路を通って前記水ボトル内に延在している、１つ又は複数のチューブと
　を備え、
　前記アダプタは、実質的に管状の本体を備え、該本体は、内面及び外面を有していると
共に上部及び張り出した下部を有しており、
　前記本体の前記上部は、前記上部の前記外面に第１のネジ部を有し、前記第１のネジ部
を介して前記水ボトルキャップに離脱可能に固着されるようになっており、
　前記張り出した下部は、前記下部の前記内面に第２のネジ部を有し、前記第２のネジ部
を介して前記水ボトルの前記ネック部に離脱可能に固着されるようになっており、
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　前記アダプタは、前記本体の前記外面から外方に延在しているガス注入ポートを備え、
該ガス注入ポートは、前記本体を貫通して前記本体の前記内面に開いている中心通路を有
していることを特徴とする水ボトルアセンブリ。
【請求項２７】
　請求項２５に記載の水ボトルアセンブリを備えている内視鏡アセンブリを用いることを
含んでいることを特徴とする内視鏡手術を行う方法。
【請求項２８】
　内視鏡手術において二次気体を供給するための方法であって、
　キャップを有する水ボトルが取付けられている内視鏡アセンブリを用いるステップであ
って、前記ボトルは、外面にネジ部を有するネック部を有し、前記キャップは、壁及び該
壁の内面に形成されたネジ部を有している、ステップと、
　前記水ボトルと前記キャップとの間にアダプタを固着するステップと、
　前記アダプタの前記ガス注入ポートを介して二次気体を前記内視鏡アセンブリに供給す
るステップと
　を含み、
　前記アダプタは、実質的に管状の本体を備え、該本体は、内面及び外面を有していると
共に上部及び張り出した下部を有しており、
　前記本体の前記上部は、前記水ボトルキャップに固着されるために、前記上部の前記外
面に第１のネジ部を有しており、
　前記本体の前記張り出した下部は、前記水ボトルの前記ネック部に固着されるために、
前記下部の前記内面に第２のネジ部を有しており、
　前記アダプタは、前記本体の前記外面から外方に延在しているガス注入ポートを備え、
該ガス注入ポートは、前記本体を貫通して前記本体の前記内面に開いている中心通路を有
していることを特徴とする方法。
【請求項２９】
　前記二次気体は、炭酸ガスを含んでいることを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、内視鏡手術のような外科手術に用いられる装置に関し、さらに詳細には、例え
ば、内視鏡に用いられる水ボトルに二次気体源を追加するのに用いられる装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　これまでは大手術を必要としていた多くの侵襲性医学手術（invasive medical procedu
re）は、現在では、内視鏡機器を用いて行われている。このような内視鏡機器は、侵襲性
手術を必要とすることなく、特定の臓器、器官、又は導管の内視をもたらすことができる
。一般的に、内視鏡機器は、小型の柔軟性のある器具を挿通かつ前進させることができる
１つ又は複数のチャネルを備えている。内視鏡は、典型的には、細長で柔軟性のあるケー
ブルを備えている。この柔軟性のあるケーブルは、一端に接眼レンズ又は他の観察手段を
備えており、他端に光学ヘッドを備えている。この光学ヘッドのみが外部から該機器に直
接接続されている。ケーブルによって、画像又は画像生成信号が、照射された手術部位か
ら観察手段に伝達され、これによって、機器のオペレータに機器の作用端における動作の
十分な映像をもたらすことができる。外科医が、機器の先端又は顎状部の動作を視覚的に
確認できるように、コヒーレント光ファイバ束が、ヘッドから柔軟ケーブル及び接眼レン
ズ内に延在している。照明手段は、手術領域を照らすために,ケーブルを貫通している光
伝達導波管（light-transmitting waveguide）の形態にすることができる。導波管は、そ
の近位端が適切な高輝度光源に接続されている。
【０００３】
　内視鏡のケーブルは、潅注又は他の目的のために、流体（例えば、液体又は気体）を送
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達するための流路も備えている。典型的には、コヒーレント画像伝達導波管の互いに対向
する側面に、流路及び照明手段が配置されている。通常、光学ヘッド上に材料（例えば、
手術破片及び体液）が堆積するのを防ぐために、光学ヘッドを横切るように無菌水を流す
必要がある。この水の流れは、ある意味では、フロントガラスのワイパ／ウォッシャーア
センブリのような動作である。
【０００４】
　一般的な設計では、内視鏡機器は、典型的には、操作本体を有しており、この操作本体
は、光ガイドチューブによって光ガイドコネクタに接続されている。光ガイドコネクタは
、実際には、種々の取付具（fitting）を適切に受け入れる複数のコネクタを備えている
。例えば、光ガイドコネクタは、接地ラグ（grounding lug）を受け入れるコネクタオリ
フィスと、吸引ポートと、空気吸込口と、水吸込口とを備えることができる。これによっ
て、空気及び水は、光ガイドコネクタ及び光ガイドチューブを通って操作本体内に送達さ
れることになる。代替的に、操作本体は、水が操作本体に直接供給されることを可能とす
る水ポートを備えていてもよい。操作本体を通って機器の光学ヘッドを超えた先まで流れ
る水流を制御するために、適切な弁が操作本体に設けられている。
【０００５】
　例えば、図１は、修正されていない（すなわち、二次気体供給手段を備えていない）内
視鏡システムを示している。図１には、操作本体に接続されたシャフト（挿入チューブ）
を備えている内視鏡が示されている。操作本体は、生検ポートと、空気及び水用弁と、吸
引弁と、アングル操作装置とを備えている。操作本体は、導管（光ガイド接続チューブ）
に接続されており、該導管は、電気ピンユニットにさらに接続されている。電気ピンユニ
ットは、光源に直接接続されており、ビデオ接続リード（及びプラグ）を介してビデオプ
ロセッサに接続されている。内視鏡によって生じた画像は、電荷結合装置（ＣＣＤ）チッ
プから、光ファイバ束を介して又は電子的に伝達されるようになっている。図１は、画像
を観察し、かつ指令を入力するためのビデオモニタ及び該ビデオモニタに取付けられたキ
ーボードを示している。電気ピンユニットは、潅注をもたらすための水ボトルに接続され
た水ボトルコネクタ用のポートを備えている。
【０００６】
　図２は、内視鏡のいくらか複雑な内部構造をさらに図解している。この図２は、図１の
内視鏡の詳細図を示している。図２に示されているように、シャフトは、入口となる生検
ポートから機器の先端に延在している計装チャネルを含んでいる。チャネルの大きさは、
約１ｍｍから約５ｍｍの間で異ならせることができる。ここでも、内視鏡は、二次気体供
給装置を備えていない。
【０００７】
　予想外に、内視鏡システム内へ無菌水を送達させるために関連する費用は、通常、極め
て大きい。図１に示されているように、周知の手法では、チューブが貫通しているキャッ
プの付いた水ボトルが用いられている。このチューブは、典型的には、（図１に示されて
いるような電気ピンユニットの）光ガイドコネクタの空気及び水接続ポート又は内視鏡の
操作本体のポートへの接続を可能とするために、ボトルに対して遠位側のチューブ端に取
付具を有している。典型的には、水ボトルを内視鏡に接続するチューブは、内側チューブ
と、外側チューブとから形成されている。外側チューブは、水ボトル内に延びて、水ボト
ルのキャップに接続されている。通常の手法では、水ボトルの内部を加圧し、水を所望の
流量で強制的にチューブを通して内視鏡内に流入させるために、空気が内側チューブと外
側チューブとの間の領域内に送達されるようになっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　周知の水ボトル構造は、いくつかの問題を有している。コスト及び殺菌が、最初の検討
すべき問題である。例えば、１つの周知の内視鏡装置に付随する手引書には、以下の指針
が記載されている。
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　・各検査の後、内視鏡機器を適切に洗浄し、高度に殺菌することを怠ると、患者の安全
を損なうことがある。
　・内視鏡の全てのチャネルは、仮にチャネルが先の患者の手術中に用いられていなくて
も、内視鏡が用いられるたびに、再処理されねばならない。
　・全てのチャネルは、全ての再処理ステップ（洗浄、殺菌、すすぎ、アルコール－空気
乾燥）を経なければならない。
　実際、使用後、水ボトル、その関連する配管、及びその関連する取付具は、例えば、グ
ルタルアルデヒドによる殺菌及び／又はオートクレーブ処理によって、殺菌されるように
なっている。これによって、水ボトルの殺菌に関連する費用を含むかなりの出費を病院に
もたらすことになる。また、チューブとボトルとの間の接続領域に汚染物質が残留する可
能性もある。また、水ボトル／キャップ／配管系に関連する費用の点から、一回使用した
後に、水ボトルを簡単に廃棄することは、通常行われていない。
【０００９】
　周知の水ボトルの他の検討すべき問題は、気体源の問題である。多くの場合、前述した
ように、水ボトル内に給気するために、周囲の空気がポンプによってシステム内に吸い込
まれるようになっている。しかしながら、周囲の空気に代わって、二次気体源を用いるこ
とが望ましい場合がある。二次気体源との切り替えを可能とする周知の装置は、著しく高
価であり、かつ各使用後の殺菌に関連する問題を依然として抱えている。本発明は、内視
鏡システムに用いられる周知の水ボトルに関連するこれらの問題及び他の問題の解決策を
有利にもたらすものである。
【課題を解決しようとする手段】
【００１０】
　本発明は、内視鏡における水ボトルの使用を改良し、かつ拡張するアダプタを提供する
ものである。本発明のアダプタは、種々の標準的なボトルキャップが付いた種々の標準的
なボトルを用いることを可能にしている。内視鏡機器は、使用ごとに完全に殺菌されるか
又は廃棄されるかのいずれかの処置を受けねばならないが、この観点から、本発明のアダ
プタは、好都合にも、ボトルをより経済的なものとすることができ、及び／又は機器を洗
浄するのに費やされる時間を短縮することができる。また、アダプタは、高価な専用のボ
トル及び／又はキャップを必要とすることなく、内視鏡手術における二次気体の使用を可
能にするものである。むしろ、本発明のアダプタは、任意に組み合わされた水ボトル及び
キャップを効率的に気体（ガス）に対応する水ボトルシステム（gas-ready water bottle
 system）にすることができるものである。本発明のこれらの利得及び他の利得は、ここ
でさらに詳細に説明する。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、本発明は、内視鏡の水ボトルに二次気体源を追加するための
アダプタに向けられている。具体的には、アダプタは、実質的に管状の本体を備え、該本
体が、内面及び外面を有すると共に上部及び下部を有しているとよい。本体の下部は、特
に、張り出している部分として特徴付けられ得る。本体の上部は、好ましくは、その外面
にネジ部を有することができ、これによって、上部を水ボトルのキャップのネジ部への取
付けに適するものとすることができる。本体の下部は、同様に、その内面にネジ部を有す
ることができ、これによって、下部を水ボトルのネック部への取付けに適するものとする
ことができる。アダプタは、さらにガス注入ポートを備えることができる。このようなポ
ートは、特に、本体の外面から外方に延在していてもよい。ポートは、具体的には、アダ
プタ本体を貫通して該アダプタ本体の内面に開いている中心通路を有することができる。
【００１２】
　他の実施形態では、本発明のアダプタは、１つ又は複数のシール部材を備えていてもよ
い。このようなシール部材は、例えば、アダプタと水ボトルキャップとの間に液密シール
を形成するために、本体の上部の外面に配置されているとよい。このようなシール部材は
、例えば、アダプタと水ボトルとの間に液密シールを形成するために、本体の下部の内面
にさらに配置されてもよい。本発明によって用いられるシール部材の１つの例は、Ｏリン
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グであるが、この例に限定はされない。
【００１３】
　特定の実施形態では、アダプタは、シール部材を収容する特定の構造を備えていてもよ
い。例えば、アダプタは、シール部材を受け入れるために、本体の上部の上端に近い外面
の箇所に形成された溝をさらに備えていてもよい。同様の構造が、本体の下部の内面に配
置されるシール部材に関して設けられていてもよい。
【００１４】
　他の実施形態では、アダプタは、ガス注入ポートの流路を閉鎖するための構成要素を備
えていてもよい。例えば、一実施形態では、アダプタは、キャップをさらに備えていても
よい。ただし、他の蓋手段も考えられる。
【００１５】
　ガス注入ポート自体が、特別の構造を有していてもよい。例えば、いくつかの実施形態
では、ガス注入ポートは、ルアーコネクタから構成されていてもよい。他の種類のコネク
タ、例えば、スウェージロック取付具（Swagelok fitting）又はクイック接続取付具（qu
ick-connect fitting）が用いられてもよい。唯一の制限は、ガス注入ポートが、好まし
くは気体ラインの取付けに適切なコネクタであることである。
【００１６】
　ガス注入ポートとアダプタ本体との相互接続は、本発明の種々の実施形態によって異な
らせることができる。例えば、アダプタ本体及びガス注入ポートは、（好ましくは、液密
接続を構成する）手段によって一緒に接続される互いに異なる部品とすることができる。
さらに、アダプタ本体を多数の互いに異なる構成要素から形成することができる。例えば
、本体の上部及び本体の下部は、個別に形成されて、適切な手段によって組み立てられて
もよい。しかし、他の実施形態では、アダプタ本体及びガス注入ポートは、単一の一体型
構造であってもよい。
【００１７】
　本発明のアダプタは、機械加工部品であってもよいし、成形部品であってもよいし、又
はここに述べる構造を形成するどのような他の適切な手段によって形成された部品であっ
てもよい。さらに、アダプタは、使い捨て式の構成要素（すなわち、消耗品）であっても
よいし、又は再利用式の構成要素（すなわち、多数回使用するために一回以上洗浄かつ殺
菌可能な部品）であってもよい。また、アダプタは、種々の材料、例えば、金属材料又は
ポリマー材料から形成することができる。
【００１８】
　本発明は、内視鏡と共に用いられる完全な水ボトルアセンブリを含むことができる。特
定の実施形態では、アセンブリは、水ボトルと、水ボトルキャップと、本発明によるアダ
プタとを備えている。
【００１９】
　他の実施形態では、本発明は、種々の方法に向けられている。例えば、本発明は、内視
鏡手術を行う方法を含むことができる。このような方法は、キャップ付きの水ボトルを備
える内視鏡アセンブリを用いるステップと、本発明によるアダプタを用いるステップとを
含むことができる。また、このような方法は、前述したような、本発明のアダプタを備え
る完全な水ボトルアセンブリを用いることによって行われ得る。
【００２０】
　さらに他の実施形態では、本発明は、内視鏡手術において二次気体を供給するための方
法に向けられている。例えば、一実施形態では、この方法は、キャップ付き水ボトルが取
付けられた内視鏡アセンブリを用いるステップと、水ボトルとキャップとの間に本発明に
よるアダプタを固着するステップと、アダプタを介して内視鏡アセンブリに二次気体を供
給するステップとを含んでいる。本発明のこの実施形態によって供給される二次気体の一
例として、炭酸ガスが挙げられる。
【００２１】
　本発明を一般的な用語によって説明してきたが、以下、添付の図面について説明する。
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なお、これらの図面は、必ずしも縮尺通りに描かれていない。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】二次気体を供給する手段を備えていない修正前の内視鏡システムを示した図であ
る。
【図２】図１のシステムの内視鏡の詳細図である。
【図３】内視鏡システムと共に用いられる水ボトルを示した図であり、水供給チューブが
付いたキャップを備えているが、二次気体を供給する手段を備えていない水ボトルを示し
ている。
【図４】本発明の一実施形態によるアダプタの斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態によるアダプタの分解図である。
【図６】本発明の他の実施形態によるアダプタの斜視図である。
【図７】本発明の一実施形態によるアダプタの部分的な縦断面図であり、水ボトルがアダ
プタの下部に固着されており、キャップがアダプタの上部に固着されているアダプタを示
している。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、種々の実施形態を参照して、本発明をさらに十分に説明する。これらの実施形態
は、この開示内容が綿密かつ完全であり、かつ本発明の範囲を当業者に十分に開示するよ
うに提示されている。実際、本発明は、多くの異なる形態で実施されてもよく、ここに記
載されている実施形態に限定して解釈されるべきではない。これらの実施形態は、この開
示内容が適用される法的要件を満たすように提示されている。本明細書及び添付の請求項
において用いられている単数形“a”、“an”、及び“the”は、文脈が別のことを明らか
に示していない限り、複数形を含んでいるものとする。
【００２４】
　本発明は、内視鏡手術中に任意の二次気体を用いることを可能にするアダプタを提供す
るものである。前述したように、典型的な水ボトルキャップは、二重の管腔チューブ（du
al-lumen tube）を備えている。この二重管腔チューブは、１つの管腔を通して、空気を
水ボトル内に給気するようになっている。この給気に加え、又はこの給気に代わって、内
視鏡手術中に供給される任意の気体を、本発明による二次気体と考えることができる。本
発明による、選択的に任意の二次気体を用いることを可能にする機能は、内視鏡の水ボト
ル及びキャップと共に用いられるアダプタを設けることによって、達成することができる
。アダプタは、高価な使い捨て式のボトル及びキャップシステムを頻繁に取り換えること
に関連するコストと、再利用式のボトル及びキャップシステムを頻繁に殺菌することに関
連するコストとの両方又は一方を少なくとも部分的になくすことができるという付加的な
利点がある。
【００２５】
　実際には、医学・獣医学施設及び専門医は、通常、内視鏡システムと共に用いられる多
数の安価なボトルを有している。本発明のアダプタは、一個につき数百ドルも掛かる特殊
な水ボトルを用いることを必要としないものである。また、本発明は、極めて特殊な水ボ
トルキャップを用いることも必要としないものである。二次気体を用いることを可能とす
るための１つの選択肢として、極めて特殊化されたボトルキャップが使用されている。こ
のボトルキャップは、公知技術に関して述べたような典型的な二重管腔チューブを備えて
いるのみならず、二次気体を追加するために、該キャップに取付けられた別のチューブを
備えている。しかしながら、このような装置は、一回限りの使用の装置として設計されて
おり、周知の殺菌手順によって再処理されるようになっていないという点において、不利
である。さらに、このような装置は、その部品コストがかなり高いので、該装置を安価な
ボトルと共に用いることによって得られるコスト削減の効果を事実上相殺してしまうこと
になる。対照的に、本発明は、前述の欠点によって妨げられることなく、少なくともこの
周知の装置と同等の利点がある。
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【００２６】
　本発明は、内視鏡水ボトルを気体対応ボトルに変換するためのアダプタを提供している
。本発明は、アダプタが多種多様の使い捨て式の水ボトル又は再利用式の水ボトルと共に
用いることができる点において、特に有益である。一般的に、内視鏡に用いられる水ボト
ルは、ボトル容量、ボトルネック径、及び設けられているネジ部に関して、ある程度の標
準寸法を有している。例えば、図３は、水ボトル、及びチューブが貫通しているキャップ
を示している。本発明のアダプタは、標準的なボトルネック寸法に適応するある程度標準
化された寸法で作製されている。一実施形態では、アダプタは、１つの標準的な水ボトル
ネック寸法に適合するように寸法決めされており、他の実施形態では、アダプタは、異な
る標準的な水ボトルネック寸法に適合するように寸法決めされている。従って、本発明は
、水ボトルのアダプタの多数の異なる実施形態を含んでおり、これら異なる実施形態にお
いては、アダプタのいくつかの構成要素の寸法決めにおいて異なっているだけである。勿
論、本発明の種々の実施形態は、さらに後述するように、他の態様において互いに異なっ
ていてもよい。
【００２７】
　図４は、本発明によるアダプタ１０の一実施形態を示している。図４に示すように、ア
ダプタ１０は、好ましくは実質的に管状構造である本体２０を備えている。本体２０は、
上部２２及び下部２４を有するものとして特徴付けられている。このように特徴付けされ
た構成は、このアダプタが、組み立てることによって単一装置を形成することになる２つ
の互いに物理的に分離した部品から構成されていてもよいという点において、該アダプタ
の特性を表している。このような組立の態様は、これらの部品を構成する材料の種類に依
存して、部品を組み立てるのに有用などのような手段によってなされてもよい。例えば、
組立は、溶接、接着、又は当技術分野における適切などのような他の手段によってなされ
てもよい。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、上部２２及び下部２４の特徴としては、単に全体構造を
十分に規定していればよく、アダプタ１０を形成する方法を規定していなくてもよい。こ
のような実施形態では、アダプタ１０の本体２０は、単一の一体型構造（例えば、継目の
ない構造）であってもよい。
【００２９】
　本発明のアダプタ１０の本体２０は、内面２６及び外面２８を有するものとして規定さ
れていてもよい。これらの表面は、実質的に滑らかでもよいし、又はこれらの表面に施さ
れるか又はこれらの表面内に形成される種々の異なるテクスチャー（texture）を有して
いてもよい。これらの表面は、アダプタ１０を他の構成要素、例えば、水ボトル及び／又
はボトルキャップを固着するのに有用な構成要素を配置するための領域を備えることがで
きる。特に、この他の構成要素は、ネジ部であってもよい。図４は、本体２０の上部２２
のネジ部３２を示している。図４には示されていないが、さらに他の実施形態では、本体
２０の下部２４もネジ部を備えていてもよく、このネジ部は、上部２２が備えているネジ
部と同じ構造であってもよいし、異なる構造であってもよい。好ましい実施形態では、下
部２４は、その内面にネジ部を備えている。
【００３０】
　一実施形態では、本体２０の上部２２の外面のネジ部３２は、水ボトルキャップのネジ
部への取付けに適するようになっている。他の実施形態では、本体２０の下部２４の内面
のネジ部は、水ボトルのネック部のネジ部への取付けに適するようになっている。ここで
、ねじ込み取付けに関して用いられる「取付け（attach）」及び「固着（affix）」とい
う用語は、種々の構成要素が、ネジ部を用いるねじ込みによって一緒に取付け又は固着さ
れ、ネジを外すことによって取り外される、離脱可能な装着を意味する。
【００３１】
　アダプタ２０は、ストレート式コンバータ（straight converter）であってもよい。こ
のストレート式コンバータは、上部２２のネジ部への取付けに適しているキャップが、本
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体２０の下部２４のネジ部への取付けに適している水ボトルのネックのネジ部にも取付け
られるようになっているものである。他の実施形態では、アダプタ２０は、ステップアッ
プ式コンバータであってもよいし、又はステップダウン式コンバータであってもよい。こ
れは、上部２２のネジ部への取付けに適しているキャップが、本体２０の下部２４のネジ
部への取付けに適している水ボトルのネックのネジ部に取付けられるキャップよりも大き
くてもよいし、又は小さくてもよいことを意味している。「ステップアップ（step-up）
」という用語は、アダプタに取付けられる水ボトルに適合するように設計されたキャップ
よりも大きいキャップの取付けに関して用いられている。「ステップダウン（step-down
）」という用語は、アダプタに取付けられる水ボトルに適合するように設計されたキャッ
プよりも小さいキャップの取付けに関して用いられている。
【００３２】
　本体２０の上部２２及び下部２４は、これらの個々の部分の相対的な寸法に関して、構
造的に異なっていてもよい。具体的には、上部２２及び下部２４の一方は、他方の外径よ
りも大きい外径を有していてもよい。一実施形態では、下部２４は、特に、上部２２より
も大きい外径を有することができる。従って、下部２４は、張り出している部分として規
定されていてもよい。この構造的な特性に関連して、下部２４は、実質的に水平の棚部（
ledge）２００を有するものとしてさらに規定されていてもよい。この水平の棚部２００
は、内面２６及び外面２８の一方に設けられていてもよいし、又は両方に設けられていて
もよい。このような水平の棚部２００は、以下にさらに述べるように、アダプタ１０のさ
らに他の構造及び／又はさらに他の機能に関連付けられていてもよい。
【００３３】
　さらに他の実施形態では、本体２４の下部２４に対する上部２２の関係が、これらの２
つの部分の内径に関して規定されていてもよい。例えば、いくつかの実施形態では、本体
上部２２の内径は、本体２０の下部２４の内径よりも小さくなっていてもよい。これらの
異なる内径の移行は、段階的であってもよいし、又は急峻的であってもよい。例えば、（
前述したような）実質的に水平の棚部は、本体２０の内面において、内径が上部２２から
下部２４に向かって大きくなっている箇所に形成されているとよい。
【００３４】
　特定の実施形態では、アダプタ２０は、ガス注入ポート（gas inlet port）４０をさら
に備えている。アダプタ２０のこの構成要素は、種々の構造を有していてもよく、二次気
体を装置内に流入させるためのポートをもたらすために、意図された機能を実行するのに
適するどのような構造又はどのような形態を有していてもよい。実際には、多くの場合、
二次気体は、一種の配管を介して供給されるようになっているとよく、この配管は、専用
の接続ユニット（例えば、ネジ式（screw-on）の接続具又は差込み式（plug-in）の接続
具）を備えていてもよいし、又は備えていなくてもよい。従って、ガス注入ポート４０は
、このような専用の接続具に対応するように設計されているとよい。対応する接続具の種
類に関わらず、ガス注入ポート４０は、中心通路４２を備えることができる。中心通路４
２は、本体２０を貫通し、本体２０の内面に開口している。このような中心通路４２は、
それ自体で二次気体の通路になっていてもよいし、又は気体接続具の挿入用の入口ポート
になっていてもよい。例えば、もし気体が専用の差込みコネクタを有する装置を介して供
給される場合、通路４２は、プラグに対応するように形成されていてもよい。従って、通
路４２は、プラグを受け入れるための専用の構成要素（例えば、溝又はネジ部）が形成さ
れた壁を有する環状通路として定められていてもよい。この専用の構成要素は、特に、気
体を供給するためのプラグ装置の離脱可能な取付けを可能にするものであるとよい。
【００３５】
　特定の実施形態では、ガス注入ポート４０は、実質的に、本体２０の外面２８から外方
に延在しているとよい。このような構造は、特に、ネジ付き構成要素を有する気体ライン
の取付けに適応させるのに有用であり、又はポート４０の延長部の周囲に簡単な押込みに
よって取付けられる気体ライン（例えば、標準的な柔軟ホース又はチューブ）の取付けに
適応させるのに有用である。
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【００３６】
　一実施形態では、ガス注入ポート４０は、ルアーコネクタ（luer connector）又はどの
ような同様の構造を備えていてもよい。ルアー接続システムは、典型的には、注射器、カ
テーテル、ハブ付きニードル、ＩＶチューブなどの相互接続に関連するものである。ルア
ー接続システムは、雄型の円断面連結チューブと、雌型の円断面連結チューブとから構成
されている。これらのチューブは、いくらかのテーパが形成されており、これにより、ご
く簡単な圧入及びねじ込み嵌めによって良好に互いに保持されるようになっている。図４
に示されているように、ここでのルアーコネクタは、雌型の構成要素である。使用時に、
雄側ルアーコネクタが、図示されている雌型の構成要素の内側に簡単にすべることができ
、確実な接続をもたらすことになる。図示されている実施形態は、（一条ネジ部として機
能する）付加的な外側リムを設けることによって、さらに一層確実な嵌合をもたらすこと
ができる。使用に際して、雄型ルアーコネクタは、「ロック」式接続をもたらすためのネ
ジ部としての付加的な外側リムを備えているとよい。
【００３７】
　他の実施形態では、アダプタ２０は、流路に対してガス注入ポート４０を閉鎖するため
の構成要素も備えているとよい。このような構成要素は、簡単には、通路４２に挿入され
るシールロッド又は他の同様の構造体から構成されているとよい。図５に示されているよ
うに、この構成要素は、ポート４０を覆うのに有用な任意の材料から形成されるキャップ
５０にしてもよい。好ましくは、キャップ５０は、ガス注入ポートに液密シールをもたら
すのに役立つものである。「液密」という用語は、少なくとも水密、好ましくは、水密か
つ気密を意味している。特定の実施形態では、キャップ５０は、使用しない時にキャップ
５０の離脱を防ぐために、キャップ５０をアダプタ２０に取付けるためのつなぎ紐５２を
備えているとよい。
【００３８】
　図５に示されているように、ガス注入ポート４０は、単一構造であってもよいし、（少
なくとも組立中）本体２０から分離している構成要素であってもよい。従って、アダプタ
１０は、内部に形成された通路２０２を有する第１の一体型構造体（すなわち、本体２０
）と、アダプタ本体２０内に形成された通路２０２内に挿入される第２の構造体（すなわ
ち、ガス注入ポート４０）とを備えているものとして規定されていてもよい。図５に示さ
れているように、ガス注入ポート４０は、ネジ部を備えており、このネジ部は、本体２０
に形成されている通路２０２に形成された相補的ネジ部にねじ込むことによって、本体２
０に取付けられる。本発明は、別体のガス注入ポートを本体に取付ける他の方法も含んで
いてもよい。前記取付けは、（付随するガスケット要素の有無に関わらず、圧入などによ
って）離脱可能であってもよいし、（接着又は溶接によって）恒久的なものであってもよ
い。
【００３９】
　他の実施形態では、図６にさらに具体的に示されているように、アダプタ本体２０及び
ガス注入ポート４０は、単一の一体型構造体であってもよい。換言すると、アダプタ１０
は、それぞれ別の構成要素であるガス注入ポート４０及び本体２０が形成された後にガス
注入ポート４０が本体２０内に挿入されるようには、形成されていない。むしろ、ガス注
入ポート４０は、破壊手段を用いることなく本体２０から分離させることができないよう
に、本体２０と一体に形成されている。これは、図６において、ガス注入ポート４０と本
体２０との間の継目のない移行部によって、明らかである。図６は、ここでも、ルアーコ
ネクタとして形成されているガス注入ポート４０を示している。
【００４０】
　本発明のアダプタは、さらに他の構成要素を備えていてもよい。例えば、アダプタは、
１つ又は複数のシール部材を備えることができる。シール部材は、２つの離脱可能に固着
された部品（例えば、水ボトルキャップ及び本発明のアダプタ）の間に液密接続をもたら
すのに有用であると認められているどのような構造を有していてよい。ガスケット、Ｏリ
ング、及び他の同様の構造体が用いられてもよい。図５に示されているように、シール部



(12) JP 2011-518000 A 2011.6.23

10

20

30

40

50

材は、Ｏリングであるとよい。ここにさらに示されているように、シール部材６２は、ア
ダプタ１０と水ボトルキャップとの間に液密シールをもたらすために、本体上部２２の外
面に配置されているとよい。シール部材は、アダプタ１０の上面に平らに嵌合されるよう
になっているとよい。他の実施形態では、本体上部２２は、シール部材６２を受けるため
に、外面（好ましくは、上端の近くの外面）に形成された溝３４を備えていてもよい。使
用時に、Ｏリングは、アダプタの上端を超えて引き伸ばされ、溝内に着座されることにな
る。好ましくは、この溝は、本体上部のネジ部の上方に形成されている。
【００４１】
　アダプタは、本体下部の内面に関連付けられたシール部材も備えているとよい。このシ
ール部材は、アダプタと水ボトルとの間に液密シールを形成するのに役立つものである。
これは、図７に具体的に示されている。この図７は、アダプタ１０、水ボトル３００、及
びキャップ４００との間の相互作用をさらに示す断面図である。この実施形態では、水ボ
トル３００は、ネック３０５の上端の近くに形成された溝３１０を備えており、シール部
材６４（この実施形態では、Ｏリング）がこの溝３１０内に着座されている。キャップ４
００は、アダプタ１０のネジ部３２を介してアダプタ１０に固着されており、アダプタ１
０は、アダプタ１０のネジ部３６を介してボトル３００に固着されている。勿論、アダプ
タのこれらのネジ部と相互作用する対応するネジ部が、キャップ及びボトルに設けられて
いることを理解されたい。
【００４２】
　図７は、本発明のアダプタ１０のさらに他の構成要素も目に見えるようにしている。例
えば、本体２０の内面に形成された実質的に水平の棚部２００を見ることができる。図示
されているように、この棚部２００は、特に、本体２０の下部２４の内面から本体２０の
上部２２の内面に至る輪郭を画定している。さらに、棚部２００は、水ボトルのネック部
の上面が着座することになる実質的に平坦な表面を提供することができる。
【００４３】
　図７にさらに示されているように、アダプタ１０は、本体下部２４に固着された水ボト
ル３００と本体上部２２に固着された水ボトルキャップ４００との間に、開口した内部通
路１２を備えている。この開いた内部通路１２によって、例えば、コネクタ４１０への取
付けによって、標準的なチューブを水ボトルキャップ４００に接続することができ、かつ
水ボトル３００内に自由に延在させることができる。
【００４４】
　特定の実施形態では、ガス注入ポート４０は、本体２０の内面の開口４４が本体上部２
２のネジ部３２と本体下部２４のネジ部３６との間に実質的に配置されるように、位置決
めされることが可能である。この構成により、有利には、外部からのガス注入ポートへの
アクセスをボトルキャップ又はボトル自体が妨げないようになり、又は流入気体が装置の
内部に進入しないようになる。
【００４５】
　前述したように、本発明のアダプタは、種々の異なる材料から形成することができ、こ
れらの材料は、アダプタの形成の仕方に影響を与えることになる。いくつかの実施形態で
は、アダプタは、機械加工部品であってもよい。従って、アダプタは、具体的には、複数
の個々の部品から構成されてよく、別々に機械加工され、次いで、組み立てられ、最終的
なアダプタアセンブリを形成するようにしてよい。このような組立は、当技術分野におい
て有用であると認められているどのような手段、例えば、溶接によって行われてもよいし
、さらに他の取付け要素、例えば、ボルト、ネジ、リベットなどを用いて行われてもよい
。他の実施形態では、個々の部品は、ネジが切られているとよく、これによって、互いに
ネジ結合され、最終的なアダプタアセンブリを形成することができる。このような手段は
、本体２０とガス注入ポート４０との組立に関連して、図５に示されている。なお、本体
２０は、図５の実施形態では、単一の一体型構造になっているが、複数の部品から形成さ
れていてもよい。
【００４６】
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　他の実施形態では、本発明のアダプタは、成形部品であってもよい。これは、特に、ア
ダプタを単一の一体型構造体として設けることができるので、有利である。例えば、図６
に示されているように、本体２０及びガス注入ポート４０は、継目のない単一の一体型構
造体として形成されている。アダプタが再利用式である実施形態では、この一体型構造に
よって、洗浄が簡素化され、互いに組み合わせてアダプタを形成する多数の部品間に存在
する継目などに、汚れが残留しないことが確実になる。さらに、アダプタに関連付けられ
ているどのようなシール部材も、洗浄の目的で取り外され、かつ廃棄されるようになって
いるとよく、これによって、新規の無菌シール部材を用いて、アダプタを再利用すること
ができる。
【００４７】
　また、本発明のアダプタは、使い捨て式アダプタとして提供されてもよいし、再利用式
アダプタとして提供されてもよいという点において、有益である。いくつかの実施形態で
は、本発明のアダプタは、エンドユーザが一回使用した後にアダプタを廃棄するか又はア
ダプタを殺菌して再利用する選択枝を有しているという点において、使い捨て式及び再利
用式の両方を兼ねている。これは、特に、アダプタを種々の方法によって種々の材料から
形成することができるため、達成可能である。従って、アダプタは、殺菌を必要としない
一回使用に見合うように作製することによって、十分に安価なものとすることができる。
同時に、アダプタは、多数の殺菌手順に耐える十分に頑丈なものとすることもできる。
【００４８】
　前述したように、種々の異なる材料から、（本体自体を備えているか、又は本体及びガ
ス注入ポートを備えている）アダプタを形成することができる。いくつかの実施形態では
、アダプタは、金属材料から構成されている。好ましくは、この金属は、耐食性を有して
いる（例えば、ステンレス鋼又はアルミニウム）。他の実施形態では、アダプタは、ポリ
マー材料から構成されている。このポリマー材料は、好ましくは、耐薬品性、耐熱性、又
は耐薬品性及び耐熱性の両方を有している。医学等級のプラスチック材料の使用は、特に
望ましい。１つの特定の実施形態では、ポリマー材料は、ポリスルホン（例えば、ポリフ
ェニルサルホン）又は同様の材料である。本発明のアダプタの１つ又は複数の構成要素を
形成するのに用いられるさらに他のポリマー材料は、以下の例に限定はされないが、ポリ
エチレン（例えば、ＵＨＭＥ－ＰＥ）、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート（Ｐ
ＭＭＡ）、アセタールコポリマー、ポリエーテルイミド、ポリカーボネート、及びポリエ
ーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）が挙げられる。
【００４９】
　本発明のアダプタは、独立型装置として提供することができる。具体的には、アダプタ
は、例えば、補足的なネジ部によるねじ込みによって、アダプタの本体下部に固着される
のに適するように寸法決めされたどのような水ボトルと共に用いられてもよい。同様に、
アダプタは、補足的なネジ部によるねじ込みによって、アダプタの本体上部に固着される
のに適するように寸法決めされたどのような水ボトルキャップと共に用いられてもよい。
前述したように、アダプタは、ステップアップ式コンバータ又はステップダウン式コンバ
ータとすることができるので、水ボトルキャップは、用いられる水ボトルに固着されるの
に適するように寸法決めされている必要がない。従って、本発明のいくつかの実施形態に
よれば、異なる寸法のボトル及びキャップを組み合わせ、適合させることが可能である。
【００５０】
　アダプタは、水ボトルシステムの一部として提供されてもよい。これは、ビフォー・マ
ーケットシステム（before market system）（すなわち、この場合、全ての構成要素がパ
ッケージ化され、１つのシステムとして市販されることになる）であってもよいし、又は
アフター・マーケットシステム（after market system）（すなわち、この場合、全ての
構成要素がエンドユーザによって集められ、システムに形成されることになる）であって
もよい。従って、いくつかの実施形態では、本発明は、水ボトルアセンブリ又は内視鏡と
共に用いられるシステムも含んでいることになる。
【００５１】
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　いくつかの実施形態では、本発明によるアセンブリは、以下の構成要素、すなわち、
　１）他の構成要素の取付けを容易にするために、外面にネジ部が付いたネック部を有す
る水ボトルと、
　２）他の構成要素への取付けを容易にするために、壁及び該壁の内面に形成されたネジ
部を有する水ボトルキャップと、
　３）ここに述べた実施形態のいずれかによるアダプタと
　を備えているとよい。例えば、一実施形態では、水ボトルアセンブリと共に用いられる
アダプタは、内面及び外面を有すると共に上部及び下部を有する実質的に管状の本体と、
本体の外面から外方に延在しているガス注入ポートとを備え、このガス注入ポートが、本
体を貫通して本体の内面に開いている中心通路を有しているとよい。さらに具体的には、
本体上部は、外面にネジ部を有することができ、それぞれの構成要素（本体上部及び水ボ
トルキャップ）のネジ部を介して、水ボトルキャップに離脱可能に固着されることが可能
である。さらに、本体下部は、内面にネジ部を有することができ、それぞれの構成要素（
本体下部及び水ボトルのネック部）のネジ部を介して、水ボトルのネック部に離脱可能に
固着されることが可能である。いくつかの実施形態では、アセンブリは、キャップに形成
された１つ又は複数の開口に固着される１つ又は複数のチューブも備えているとよい。こ
れらのチューブは、水ボトルアセンブリから内視鏡に流体（例えば、液体及び／又は気体
）を移送するように作用するものである。好ましくは、少なくとも１つのチューブは、キ
ャップ及びアダプタの内部通路を通って、ボトル内に延在するようになっている。
【００５２】
　他の態様では、本発明は、本発明のアダプタを利用する種々の方法も提供している。例
えば、本発明は、内視鏡手術を行う方法に向けられている。一実施形態では、この方法は
、キャップ付き水ボトルを備えると共にここに述べた実施形態のいずれかに記載のアダプ
タも備える内視鏡アセンブリを用いることを含んでいる。換言すると、本発明のアダプタ
は、使用時に、内視鏡手術を行うために、種々の水ボトル及びボトルキャップと組み合わ
されることが可能である。次いで、水ボトル及びボトルキャップと組み合わされたアダプ
タは、どのような内視鏡装置、例えば、制限されないが、前述したシステムと共に用いら
れることになる。
【００５３】
　このような方法は、前述したような予め形成された水ボトルアセンブリを用いて行われ
てもよい。具体的には、本発明によるアダプタは、使用時に、ボトル、キャップ、及びア
ダプタを備える水ボトルアセンブリが得られるように水ボトル及びボトルキャップと組み
合わされている状態、これらの構成要素が分解されている状態、これらの構成要素がパッ
ケージ化されている状態、又はこれらの構成要素がパッケージ化されていない状態のいず
れの状態で提供されてもよい。
【００５４】
　前述したように、本発明は、二次気体の容易かつ効率的な送達を可能にするという点に
おいて、特に有益である。従って、本発明は、内視鏡手術において二次気体を供給するた
めの方法に向けられている。いくつかの実施形態では、この方法は、キャップ付き水ボト
ルが取付けられた内視鏡アセンブリを用いることを含むことができる。具体的には、ボト
ルは、外面にネジ部が付いたネック部を有しているとよく、キャップは、内面に形成され
たネジ部が付いた壁を有することができる。この方法は、水ボトル及びキャップと共に、
本発明のいずれかの実施形態によるアダプタを用いることをさらに含むことができる。具
体的には、この方法は、水ボトルトキャップとの間に本発明のアダプタを固着させること
と、アダプタのガス注入ポートを介して、二次気体を内視鏡アセンブリに供給することと
を含むことができる。医学・獣医学手術に用いられるのに適するどのような気体が供給さ
れてもよいが、特定の実施形態では、二次気体は、炭酸ガスからなっているとよい。
【００５５】
　図７に示されているように、例えば、実施において、本発明のアダプタを用いることに
よって、水ボトルキャップは、水ボトルの上端から離れる方向に、ある距離だけ事実上移
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ができる。すでに固着されている水吸入チューブを有する標準的な水ボトルキャップは、
所定の長さのチューブを有しており、この所定の長さは、標準的な水ボトルの高さに実質
的に対応する長さであるとよい。従って、水ボトルとキャップとの間の追加的な距離によ
って、ボトル内において、チューブは、事実上、上方に移動することになる（すなわち、
アダプタがキャップをボトルの上端から離れる方向に移動させる距離と実質的に同じ距離
だけ、チューブは、ボトル底部から移動することになる）。従って、いくつかの実施形態
では、持ち上げられたチューブに対応して通常の量よりもいくらか多い量の水で水ボトル
を充満させてもよいと、アダプタの取扱説明書に記載されていると有益である。他の実施
形態では、アダプタは、チューブを効果的に長くするために、水ボトルキャップに存在し
ている標準的なチューブの端に容易に固着可能なチューブ延長部を備えていてもよい。チ
ューブの延長部の長さは、（チューブ延長部がボトルキャップのチューブに接続される任
意の重複長さを考慮に入れて）、アダプタがキャップをボトルの上端から離れる方向に移
動させた距離と実質的に同じにすることができる。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、アダプタの本体上部の高さを最小限に抑え、前述の効果を制
限することが好ましい場合がある。特定の実施形態では、本体上部の高さは、標準的な水
ボトルキャップの壁の高さ（すなわち、水ボトルキャップに取付けるために十分なネジ部
を設けるのに十分な高さ）と実質的に等しくなっているとよい。
【００５７】
　ここに述べた本発明の多くの修正された形態及び他の実施形態は、前述の説明に現れる
示唆の利得を受けることによって、これらの発明が属する技術分野における当業者には、
思い付くことができるだろう。従って、本発明は、開示されている特定の実施形態に制限
されるものではなく、修正された形態及び他の実施形態は、添付の請求項の範囲内に含ま
れることを理解されたい。特定の用語がここでは用いられているが、これらの用語は、包
括的かつ記述的な意味でのみ用いられており、限定する目的で用いられているものではな
い。
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